
令和７年厚木市教育委員会２月定例会日程 
 

日時 令和７年２月15日(土) 

午後２時から 

場所 第二庁舎４階教育委員会会議室 

 

 

１ 開会 

 

２ 教育長報告 

 

３ 審議事項 

日程１ 議案第３号 令和６年度教育予算補正について       
日程２ 議案第４号 令和７年度教育予算について         
日程３ 議案第５号 令和７年度厚木市学校給食事業特別会計予算について 
日程４ 議案第６号 工事請負契約の締結について            

日程５ 議案第７号 動産の取得について                

日程６ 議案第８号 厚木市公文書等の管理に関する条例について     

日程７ 議案第９号 厚木市都市公園条例等の一部を改正する条例について 

日程８ 議案第10号 厚木市教育振興基本計画審議会委員の委嘱について 

日程９ 議案第11号 第３次厚木市教育振興基本計画策定に係る諮問について 
 

４ 報告事項 

(1) 事務の臨時代理の報告について（厚木市久保奨学金（令和６年度高校等修学奨学金（第

10期生））の支給決定の変更について）                 （資料１） 

(2) 事務の臨時代理の報告について（障害のある児童生徒の教育措置について）（資料２） 

(3) 令和６年度厚木市教育委員会表彰被表彰者等について          （資料３） 

(4) 令和６年度こどもアート展受賞者について               （資料４） 

 

５ 閉会 
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令和７年２月定例教育委員会教育長報告 

 

令和７年１月２１日（火）に開催されました１月定例会以後の主な行事等１６件につきま

して、御報告申し上げます。 

 

 

１ １月２３日（木）   厚木市役所第二庁舎 ４階 教育委員会会議室 

  令和６年度第５回厚木市小・中学校長会議 

 

２ １月２４日（金）   あつぎ市民交流プラザ ５階 あつぎアートギャラリー 

  令和６年度厚木愛甲地区中学校文化連盟芸術祭 美術科学習発表会 

  ○参加校数 １８校（厚木市：１３校、愛川町：３校、清川村：２校） 

 

３ １月２７日（月）   厚木市役所本庁舎 ３階 特別会議室 

  令和６年度厚木市総合教育会議第２回会議 

 

４ １月２８日（火）   厚木市立睦合東中学校 

  学校訪問 

 

５ １月３０日（木）   厚木市役所第二庁舎 ５階 教育長室 

  令和７年度新採用教職員教育長面接（１／４回） 

 

６ １月３１日（金）   厚木市役所第二庁舎 ５階 教育長室 

  令和７年度新採用教職員教育長面接（２／４回） 

 

７ ２月 １日（土）   厚木市文化会館 大ホール 

  厚木市制７０周年記念式典 

  （令和６年度厚木市条例表彰・厚木市教育委員会表彰、厚木市制７０周年記念特別表彰） 

  ○教育委員会表彰被表彰者       １８人 

  ○市条例表彰被表彰者        ２４６人（団体を含む） 

  ○市制７０周年記念特別表彰被表彰者 ４０１人（団体を含む） 

  ○感謝状被贈呈者           ８２人（団体を含む）   計 ７４７人 

 

８ ２月 ２日（日）   厚木市文化会館 小ホール 

  令和６年度こどもアート展授賞式 

  ○総作品数  ３１６点 

  ○入賞作品数  ３０点（最優秀賞３点、優秀賞６点、優良賞２１点） 
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９ 同 日（２月２日）  あつぎ市民交流プラザ ５階 あつぎアートギャラリー 

  令和６年度厚木愛甲地区中学校文化連盟芸術祭 

  技術科・家庭科・特別支援学級部会 展示発表会 

  ○参加校数 １８校（厚木市：１３校、愛川町：３校、清川村：２校） 

 

10 ２月 ３日（月）   厚木市役所第二庁舎 ５階 教育長室 

  令和７年度新採用教職員教育長面接（３／４回） 

 

11 ２月 ４日（火）   厚木市役所第二庁舎 ５階 教育長室 

  令和７年度新採用教職員教育長面接（４／４回） 

 

12 ２月 ６日（木）   厚木市役所第二庁舎 ４階 教育委員会会議室 

  第３回厚木市小・中学校教頭会議 

 

13 同 日        厚木市役所第二庁舎 ５階 教育長室 

  令和７年度障害のある児童生徒の教育措置に関する答申書受理 

  ○訪問者 厚木市教育支援委員会委員長 

 

14 ２月 ７日（金）   厚木市役所第二庁舎 ５階 教育長室 

  寄附贈呈式 

  ○寄附物品 植木鉢置台 

  ○出席者  株式会社大塚建設 代表取締役 

 

15 ２月１０日（月）   神奈川県立総合教育センター ３階 ３０４研修室 

  令和６年度第２回県・市町村教育委員会教育長会議 

 

16 ２月１３日（木）   厚木市役所第二庁舎 ４階 教育委員会会議室 

  厚木市久保奨学金奨学生選考委員会委員 委嘱状交付式 

  ○委嘱委員数 ４人 

 



 

議案第３号 
 
 

令和６年度教育予算補正について 
 
 
令和６年度教育予算補正について、別紙のとおり同意する。 

 
 

令和７年２月１５日提出 
 
                          

厚木市教育委員会 
教育長  佐 後 佳 親 

 
 
 
提案理由 
令和６年度教育予算補正について、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第２９条

の規定により、市長から意見を求められたので、これに同意する。 



令和６年度教育予算補正

１　総　括

　（歳　入）

　（歳　出）

※　市長の権限に属する事務の補助執行に係る予算を含む。

※　歳入については教育委員会の特定財源のみを記載しているため、歳入と歳出の合計額は一致しない。

（単位：千円）

補正額

教育部 744,051

計

6,211,345

（単位：千円）

部　　　名 補正前の額 補正額 計

教育部 488,963 772,565 1,261,528

5,467,294

部　　　名 補正前の額

1



2

２　歳　入



3



4



5



6



7

３　歳　出
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第３表 繰越明許費補正 

１ 追 加                               （単位：千円） 

款 項 事業名 金額 

50 教育費 

10 小学校費 
小学校校舎・体育館改修事業（長寿命化） 

（その２） 
411,577 

15 中学校費 

中学校体育館冷暖房設備設置事業（その２） 113,800 

中学校校舎・体育館改修事業（長寿命化） 

（その２） 
213,902 

中学校校庭整備事業（その２） 155,000 

 

第５表 地方債補正 
１ 変 更                               （単位：千円） 

補正前 補正後 

起債の

目的 
限度額 

起債の 

方法 
利率 

償還の 

方法 
限度額 

起債の

方法 
利率 

償還の 

方法 

小学校

給食施

設整備

事業 

24,700 普通貸借

又は証券

発行。 

なお、起

債の全部

又は一部

を翌年度

へ繰り越

して借り

入れるこ

とができ

る。 

 

年3.0％

以内 

(ただし、

利率見直

し方式で

借り入れ

る政府資

金等につ

いて、利

率の見直

しを行っ

た後にお

いては、

当該見直

し後の利

率） 

 

償還期間

は、据置

期間を含

め30年以

内。 

ただし、

財政上の

都合によ

り償還期

限を短縮

し、繰上

償還し、

又は低利

債に借り

換えるこ

とができ

る。 

22,500 補正前

に同じ 

 

補正前

に同じ 

 

補正前

に同じ 

 

小学校 

整備事

業 

342,100 572,900 

中学校

整備事

業 

25,900 389,700 

計 392,700  985,100  
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議案第４号 
 
 
   令和７年度教育予算について 
 
 
 令和７年度教育予算について、別紙のとおり同意する。 

 
 
  令和７年２月１５日提出 
 
                          

厚木市教育委員会 
教育長  佐 後 佳 親 

 
 
 
提案理由 
 令和７年度教育予算について、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第２９条の規

定により、市長から意見を求められたので、これに同意する。 



令和７年度教育予算

１　総　括

　（歳　入）

　（歳　出）

※　市長の権限に属する事務の補助執行に係る予算を含む。

※　歳入については教育委員会の特定財源のみを記載しているため、歳入と歳出の合計額は一致しない。

（単位：千円）

前年度予算額

教育部 5,242,202

比　　　　較

3,074,8128,317,014

部　　　名 本年度予算額

教育部 2,194,756 484,963 1,709,793

（単位：千円）

部　　　名 本年度予算額 前年度予算額 比　　　　較

1



-46- -47-

2

２　歳　入



-60- -61-

3



-62- -63-

4



-76- -77-

5



-80- -81-

6



-82- -83-

7



-96- -97-

8



-100- -101-

9



-228- -229-

10

３　歳　出



-230- -231-

11



-232- -233-

12



-234- -235-

13



-236- -237-

14



-238- -239-

15



-240- -241-

16



-242- -243-

17



-244- -245-

18



-246- -247-
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第２表 継続費 

                                （単位：千円） 

款 項 事業名 総額 年度 年割額 

50 教育費 10 小学校費 
緑ケ丘小学校 

施設整備事業 
4,152,890 

令和７年度 323,899 

令和８年度 999,168 

令和９年度 2,786,204 

令和10年度 43,619 

 

第３表 債務負担行為 

                                （単位：千円） 

事項 期間 限度額 

廃棄物処理業務委託経費  (令和７年度分) 令和８年度 8,313 

自家用電気工作物保安業務委託経費 

(令和７年度分) 

令和８年度～ 

令和９年度 
69,788 

公共施設における食品廃棄物収集・運搬等 

業務委託経費       (令和７年度分) 
令和８年度 6,323 

小学校水泳指導業務委託経費 

(令和７年度分) 
令和８年度 42,966 

外国語指導助手派遣業務委託経費 

(令和７年度分) 

令和８年度～ 

令和10年度 
179,955 

小学校指導者用デジタル教科書利用料 

(令和７年度分) 
令和８年度 3,947 

ＡＩ型デジタルドリル利用料 

(令和７年度分) 

令和８年度～ 

令和11年度 
48,400 

学籍・就学援助システム利用料 

(令和７年度分) 

令和８年度～ 

令和12年度 
20,560 

中学校特別教室冷暖房設備賃借料 

(令和７年度分) 

令和８年度～ 

令和17年度 
424,710 
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事項 期間 限度額 

小中学校体育館冷暖房設備賃借料 

(令和７年度分) 

令和８年度～ 

令和17年度 
702,920 

緑ケ丘小学校仮設校舎賃借料（その２） 

(令和７年度分) 

令和８年度～ 

令和10年度 
4,368 

北小学校仮設校舎賃借料  (令和７年度分) 
令和８年度～ 

令和11年度 
1,159,026 

単独調理場殺虫殺菌業務委託経費 

(令和７年度分) 
令和８年度 259 

厚木第二小学校調理器具等管理業務委託経費 

(令和７年度分) 
令和８年度 1,254 

厚木第二小学校調理機器更新経費 

(令和７年度分) 
令和８年度 130,033 

単独調理場排水処理施設保守点検業務委託経費 

(令和７年度分) 
令和８年度 1,186 

学校給食従事職員等細菌培養検査業務経費 

(令和７年度分) 
令和８年度 131 

小学校給食調理等業務委託経費 

(令和７年度分) 

令和８年度～ 

令和10年度 
513,741 

依知南小学校給食配送業務委託経費 

(令和７年度分) 

令和８年度～ 

令和９年度 
11,286 

小中学校牛乳パック収集・運搬業務委託経費 

(令和７年度分) 
令和８年度 999 

学校給食費管理システム使用料 

(令和７年度分) 

令和８年度～ 

令和12年度 
32,819 

厚木第二小学校単独調理場改修事業経費 

(令和７年度分) 
令和８年度 260,381 

第２期ＧＩＧＡスクール端末調達等業務経費 

(令和７年度分) 
令和８年度 7,150 

第２期ＧＩＧＡスクール端末展開・運用保守 

業務委託経費       (令和７年度分) 

令和８年度～ 

令和12年度 
145,200 

南部学校給食センター調理等業務委託経費 

(令和７年度分) 

令和８年度～ 

令和10年度 
354,980 
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                              （単位：千円） 

 

第４表 地方債 
                              （単位：千円） 

起債の目的 限度額 起債の方法 利率 償還の方法 

小学校給食施設整備事業 21,600 
普通貸借又は証

券発行。 

なお、起債の全部

又は一部を翌年

度へ繰り越して

借り入れること

ができる。 

 

年5.0％以内 

(ただし、利率見

直し方式で借り

入れる政府資金

等について、利

率の見直しを行

った後において

は、当該見直し

後の利率） 

償還期間は、据置

期間を含め30年

以内。 

ただし、財政上の

都合により償還

期限を短縮し、繰

上償還し、又は低

利債に借り換え

ることができる。 

小学校整備事業 953,700 

中学校整備事業 496,700 

計 1,472,000   

事項 期間 限度額 

南部学校給食センター排水処理施設維持管理 

業務委託経費       (令和７年度分) 
令和８年度 78 

中学校受変電設備改修・更新事業経費 

(令和７年度分) 
令和８年度 163,284 
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〔一般会計〕歳入 「ほか」と記載がある箇所の内訳
（単位：千円）

50 使用料及び手数料
5 使用料

50 教育使用料 10 小学校使用料 〔2ﾍﾟｰｼﾞ〕 【 金 額 】
行政財産使用料 351

学校施設課 348
学校給食課 3

15 中学校使用料 〔2ﾍﾟｰｼﾞ〕 【 金 額 】
行政財産使用料 205

学校施設課 183
学校給食課 22

85 諸収入
25 雑入

15 雑入 50 教育費雑入 〔8ﾍﾟｰｼﾞ〕 【 金 額 】
その他雑入 6,689

教育総務課 その他雑入（教育総務課分） 810
教育総務課 その他雑入（小中学校太陽光発電分） 1,200
学務課 雇用保険料受入金（学務課分） 14
学校給食課 その他雑入（南部学校給食センター分） 148
学校給食課 雇用保険受入金（学校給食課分） 43
学校給食課 その他雑入（学校給食課分） 798
学校給食課 小学校給食費遅延損害金 1
学校給食課 中学校給食費遅延損害金 1
学校給食課 小学校給食費支払督促等申立手数料 3
学校給食課 中学校給食費支払督促等申立手数料 3
教育指導課 雇用保険料受入金（教育指導課分） 71
教育研究所 雇用保険料受入金（教育研究所分） 115
青少年教育相談センター 雇用保険料受入金（青少年教育相談センター分） 410
市民協働推進課 その他雑入（市民協働推進課分） 1,251
市民協働推進課 雇用保険料受入金（市民協働推進課分） 16
市民協働推進課 その他雑入（公民館太陽光発電分） 229
中央図書館 図書館資料複写収入 240
中央図書館 その他雑入（中央図書館分） 43
中央図書館 臨時職員雇用保険料受入金（中央図書館分） 55
スポーツ魅力創造課 その他雑入（スポーツ魅力創造課分） 145
スポーツ魅力創造課 雇用保険料受入金（スポーツ魅力創造課分） 67
文化魅力創造課 その他雑入（文化魅力創造課分） 975
文化魅力創造課 雇用保険料受入金（文化魅力創造課分） 51

款　　項　　目 節 説　　　　明　　　　欄
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〔一般会計〕歳出 「ほか」と記載がある箇所の内訳
（単位：千円）

50 教育費
5 教育総務費

10 事務局費 〔10ﾍﾟｰｼﾞ〕 【 金 額 】
事務局運営費 139,305

教育総務課 138,466
学校施設課 839

15 中学校費
5 学校管理費 〔17ﾍﾟｰｼﾞ〕 【 金 額 】

中学校維持補修事業費 143,435
学校施設課 131,003
学校給食課 12,432

款　　項　　目 説　　　　明　　　　欄
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事業内容 事業費 課等名
基本
方針

1 （新）
第３次教育振興
基本計画策定事
業費

　社会情勢や教育環境の急速な変化を踏まえ、将
来を見据えた本市の教育の方向性を定めるため、新
たに第３次教育振興基本計画を策定します。

842 教育総務課 1

2
小中学校通学区
域再編成委員会
運営費

　市立小・中学校の適正規模・適正配置を図るた
め、教育委員会の諮問に応じ、適正な通学区域の
再編成に関する事項を審議する小中学校通学区域
再編成委員会を運営します。

1,340 教育総務課 3

3
小学校教材等支
援事業費

　保護者の経済的負担の軽減を図るため、図工科、
家庭科を中心とした教材に必要な消耗品を購入しま
す。

24,850 教育総務課 1

4
中学校教材等支
援事業費

　保護者の経済的負担の軽減を図るため、音楽科、
美術科、技術・家庭科を中心とした教材に必要な消
耗品を購入します。

14,451 教育総務課 1

5
児童・生徒登下
校等安全推進事
業費

　児童・生徒が安心して登下校できるようにするた
め、防犯ブザーの配布や学童通学誘導員の配置等
を行います。

8,488 学務課 3

6
要保護及び準要
保護児童就学援
助事業費

　教育の機会均等を図るため、経済的な理由により
就学が困難な児童の保護者に、学用品等の経費の
一部を支給します。

70,358 学務課 4

7
要保護及び準要
保護生徒就学援
助事業費

　教育の機会均等を図るため、経済的な理由により
就学が困難な生徒の保護者に、学用品等の経費の
一部を支給します。

53,890 学務課 4

8 （拡）
小中学校学校施
設最適化推進事
業費

　校舎及び体育館の建て替え整備事業の平準化を
図り、継続的に事業を推進していくため、学校施設
の耐用年数評価を行います。

［対象］目標耐用年数60年の施設のうち、
小学校６校７棟、中学校４校６棟

29,006 学校施設課 3

9
小学校体育館冷
暖房設備設置事
業費

　児童の安心・安全で快適な教育環境の確保及び
避難所としての機能強化を図るため、体育館へ冷暖
房設備の設置を行います。

［設置校］　12校

5,411 学校施設課 3

10
小学校校舎・体
育館改修事業費
（長寿命化）

　児童が快適な教育環境の中で安心して安全に学
校生活を送ることができるよう、次年度以降の工事に
向け、長寿命化（機能回復・機能向上）改修設計委
託及び受変電改修設計委託を行います。

［設計委託］
・長寿命化（機能回復）１校（三田小）
・長寿命化（機能向上）１校（北小）
・受変電設備1校（荻野小）

38,796 学校施設課 3

令和７年度教育委員会当初予算主要事業一覧

事業名

                 （新）・・・新規事業　　（拡）・・・拡充事業　　　　　(単位：千円)
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事業内容 事業費 課等名
基本
方針

事業名

11
依知南小学校施
設整備事業費
（継続費）

　老朽化が進んだ依知南小学校中央棟校舎及び西
棟校舎の建て替え整備に係る詳細設計、既存校舎
解体工事等を行います。

(継続費)
令和７年度～令和10年度
総額 3,574,643千円

鉄筋コンクリート　地上３階建て
延床面積4,698㎡

531,965 学校施設課 3

12 （新）
緑ケ丘小学校施
設整備事業費
（継続費）

　老朽化が進んだ緑ケ丘小学校東棟校舎及び西棟
校舎の建て替え整備に係る詳細設計、既存校舎解
体工事等を行います。

(継続費)
令和７年度～令和10年度
総額 4,152,890千円

鉄筋コンクリート　地上３階建て
延床面積5,383㎡

323,899 学校施設課 3

13
北小学校施設整
備事業費

　老朽化が進んだ北小学校南棟校舎の建て替え整
備に係る詳細設計等を行います。

98,974 学校施設課 3

14
中学校特別教室
冷暖房設備設置
事業費

　生徒が快適な教育環境の中で安心して安全に学
校生活を送ることができるよう、特別教室等へ冷暖房
設備の設置を行います。

［設置校］　７校

33,524 学校施設課 3

15
中学校体育館冷
暖房設備設置事
業費

　生徒の安心・安全で快適な教育環境の確保及び
避難所としての機能強化を図るため、体育館へ冷暖
房設備の設置を行います。

［設置校］　１校

36,214 学校施設課 3

16
中学校校舎・体
育館改修事業費
（長寿命化）

　生徒が快適な教育環境の中で安心して安全に学
校生活を送ることができるよう、受変電設備改修工事
等及び次年度以降の工事に向け、長寿命化（機能
回復）改修設計委託を行います。

［工事］
受変電設備５校
（林中、藤塚中、睦合中、荻野中、玉川中）
［修繕］
受変電設備２校（睦合東中、森の里中）
［設計委託］
長寿命化（機能回復）２校
（睦合中、睦合東中）

517,876 学校施設課 3

17
中学校校庭整備
事業費

　生徒が快適な屋外施設環境の中で安心して安全
に学校生活を送ることができるよう、次年度以降の工
事に向け、グラウンド改修の設計等を行います。

［測量及び設計委託］　１校（依知中）

12,001 学校施設課 3

18
学校給食施設改
修事業費（長寿
命化）

　単独調理場の長寿命化を図るため、予防保全工
事に係る設計委託及び改修工事を行います。

［設計委託］　緑ケ丘小学校 単独調理場
［改修工事］　厚木第二小学校 単独調理場
債務負担行為　令和８年度

22,670 学校給食課 1
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事業内容 事業費 課等名
基本
方針

事業名

19
英語教育推進事
業費

　児童・生徒に国際理解の素地を培い、英語による
コミュニケーション能力を育む英語教育を推進する
ため、市立小・中学校に英語を母語とする外国語指
導助手（ALT）を配置します。

54,175 教育指導課 1

20
グローバル教育
交流事業費

　ニュージーランドや友好都市等との交流を活性化
し、児童・生徒の国際理解の促進を図るとともに、教
員の英語力及び教授法の向上を図ります。

5,000 教育指導課 1

21
特別支援教育推
進事業費

　特別な支援を必要とする児童・生徒に対する総合
的な支援体制を整備するため、市立小・中学校に学
校教育指導員を派遣するほか、特別支援教育介助
員の配置等を行います。

154,034 教育指導課 4

22
インクルーシブ教
育推進事業費

　全ての児童・生徒が同じ場で、共に学び共に育つ
インクルーシブ教育の実現に向けた支援体制づくり
及び環境整備等について研究を行うとともに、情報
共有を図ります。

360 教育指導課 4

23
外国籍児童・生
徒等支援事業費

　日本語が理解できず学校生活に支障をきたす外
国籍児童・生徒及び帰国児童・生徒に対し、指導や
支援の充実を図ることによって、国際社会における
多様性に対応した教育環境の充実を推進します。

23,393 教育指導課 4

24 （新）
日本語指導プレ
クラス運営事業
費

　日本語が全く分からない状態で編・転入する児童・
生徒に対し「日本語指導プレクラス」を設置し、学校
生活への早期適応と生活に必要な日本語の習得を
図ります。

2,204 教育指導課 4

25
小中一貫教育推
進事業費

　小・中学校９年間を見通した教育課程編成及び指
導方法の工夫改善の在り方の研究を通して、学力向
上を始めとした小中一貫教育の効果を生み出すた
めの取組を推進します。

138 教育指導課 1

26
学校支援プロ
ジェクト推進事業
費

　いじめ、暴力行為などの問題行動や学校を取り巻
く課題に対し、適切に対応するため、プロジェクト
チームを組織し、当該児童・生徒指導の在り方につ
いて、学校を支援します。

3,553 教育指導課 4

27
インターナショナ
ルセーフスクー
ル推進事業費

　インターナショナルセーフスクールの考え方や手法
を用い、児童・生徒がより安心・安全に過ごすことが
できる学校づくりを支援します。また、清水小学校、
妻田小学校及び睦合東中学校の再認証に向けた
取組を実施します。

3,094 教育指導課 3

28
ＳＥＬ教育基金事
業費

　厚木市ＳＥＬ教育基金条例に基づき、確かな学力
を身に付けた心豊かで健康な児童及び生徒を育成
するために、厚木こども科学賞、理科・科学教育推
進のための事業等を実施します。

1,369 教育指導課 1

29
特色ある学校づ
くり交付金

　特色ある学校づくりを目指す児童の学習活動及び
教職員の教育活動や教育の質の向上を目指す活動
に対して必要な経費を交付します。

18,526 教育指導課 1

30
特色ある学校づ
くり交付金

　特色ある学校づくりを目指す生徒の学習活動及び
教職員の教育活動や教育の質の向上を目指す活動
に対して必要な経費を交付します。

12,185 教育指導課 1

31
小学校児童支援
推進事業費

　不登校やいじめ、問題行動などに対して、きめ細
かな対応ができるように、小学校に非常勤講師を派
遣し、落ち着いた学校生活や学力の向上を図りま
す。

40,083 教職員課 1
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事業内容 事業費 課等名
基本
方針

事業名

32
中学校少人数学
級実施事業費

　学校の実態に応じて少人数の学級編制を行うた
め、中学校に非常勤講師を派遣し、生徒一人一人
に対してきめ細かな指導を行うことにより、学力の向
上や問題行動と不登校の減少を図ります。

7,285 教職員課 1

33 （拡）
教育ネットワーク
運営事業費

　市立各小中学校及び教育委員会に配備する教育
情報システムが適切に稼働するよう維持管理を行い
ます。
　令和７年度は、新たにＡＩ型デジタルドリル教材を
導入し、個別最適化された学習の機会を提供しま
す。また、GIGAスクール端末利活用促進のため
GIGAステップアップ支援員を増員します。

321,555 教育研究所 3

34
教育調査研究部
会運営費

　教育の新たな動向や今日的な課題に対応するた
め、教職員等で構成する研究部会をテーマごとに設
け、毎月１回程度部会を開き、課題解決に向けての
調査研究や、教材・資料の作成を行います。また、
各校の情報教育の担当者に対し、情報教育推進連
絡会を開催します。

240 教育研究所 2

35
教育資料提供事
業費

　学校・家庭・地域社会における教育を支援するた
め、児童・生徒用の教材や、研究の成果をまとめた
研究紀要等を作成・提供します。また、教職員を始
めとする教育関係者の実践をまとめた教育実践記録
集の発行や、教育に関する資料の収集・提供を行い
ます。

3,019 教育研究所 2

36
先生のための研
修事業費

　教育に関する国・県の動向や今日的課題を踏まえ
た希望制研修、各学校の担当者等の専門性の向上
を図るための指定研修、初任者研修、新規臨時的
任用教員研修、教育研究発表会・教育講演会等を
実施し、教職員の資質・指導力の向上を図ります。

1,118 教育研究所 2

37 （拡）
小学校情報教育
機器維持管理事
業費

　市立各小学校に配備する教育情報システム、端末
等が適切に稼働するよう維持管理を行います。
　令和７年度は、ＧＩＧＡスクール端末の一斉交換を
行います。

801,781 教育研究所 3

38 （拡）
中学校情報教育
機器維持管理事
業費

　市立各中学校に配備する教育情報システム、端末
等が適切に稼働するよう維持管理を行います。
　令和７年度は、ＧＩＧＡスクール端末の一斉交換を
行います。

413,487 教育研究所 3

39
青少年教育相談
事業費

　児童・生徒とその保護者等が抱える課題の改善の
ため、来所相談や家庭訪問、小学校へのスクールカ
ウンセラーの派遣、小・中学校へのこころスマイル支
援員の配置等による相談活動を行います。また、複
雑・多様化する課題の深刻化を防ぐために、関係機
関等と連携し早期改善を目指します。

77,126
青少年教育
相談セン
ター

4

40 （拡）
登校支援推進事
業費

　不登校を未然に防ぐため、毎月実施する学校計画
訪問を通して状況把握を行い、課題改善に向けた
校内の教育相談体制の構築を支援し、学校と連携し
た様々な対策を実施します。
　また、不登校児童・生徒が安心して落ち着ける居
場所「校内教育支援センター　フリールーム」におけ
る支援の充実に取り組み、不登校の改善や社会的
自立を目指します。

17,872
青少年教育
相談セン
ター

4

41
教育支援教室運
営事業費

　不登校児童・生徒が、小集団での学習や体験活動
を通して心の安定を図り、社会的自立を目指してい
けるように、個に応じた支援や学習指導を行います。
また、保護者を対象にセミナーを行い、情報交換と
保護者同士のネットワークづくりを推進します。

16,017
青少年教育
相談セン
ター

4

29



 

議案第５号 
 
 
   令和７年度厚木市学校給食事業特別会計予算について 
 
 
 令和７年度厚木市学校給食事業特別会計予算について、別紙のとおり同意する。 

 
 
  令和７年２月１５日提出 
 
                          

厚木市教育委員会 
教育長  佐 後 佳 親 

 
 
 
提案理由 
 令和７年度厚木市学校給食事業特別会計予算について、地方教育行政の組織及び運営に

関する法律第２９条の規定により、市長から意見を求められたので、これに同意する。 



本 　年 　度 前 　年 　度 比　　　　較

２　歳　入

区　　　　　分

節

金　　　　額

説　　　　　　　　　明款　　　　　　　　項　　　　　　　　目

 5 学校給食費 　     93,206 　     92,272 　        934

 5 学校給食費 　     93,206 　     92,272 　        934

 5  5学校給食費 　     93,206  1　教職員等学校給食費（小学校分）　……………学校給食費 　     93,206 　     92,272 　        934 　　　【学校給食課】

        60,058

 2　教職員等学校給食費（中学校分）　…………… 　　　【学校給食課】

        33,148

10 繰入金 　    798,314 　    799,958       △1,644

 5 他会計繰入金 　    798,314 　    799,958       △1,644

 5  5一般会計繰入金 　    798,314  1　学校給食用食材費繰入金　………………………一般会計繰入金 　    798,314 　    799,958       △1,644 　　　【学校給食課】

       662,846

 2　学校給食用食材費繰入金（就学援助分）　…… 　　　【学校給食課】

       120,713

 3　学校給食用食材費繰入金（地場農産物分）　… 　　　【学校給食課】

        14,755

　    891,520 　    892,230         △710歳 　　 入 　　 合　 　 計

５学校給食費　１０繰入金

（単位：千円）

  ５給食事業費

１　歳　入

２　歳　出



第２表  債 務 負 担 行 為

事 項 期 間 限 度 額

令和８年度
学 校 給 食 用 食 材 賄 材 料 費

(令和７年度分)
単価に発注数量を乗じた金額



 

議案第６号 
 
 

工事請負契約の締結について 

 
 
厚木市立依知南小学校施設建て替え整備業務（第Ⅰ期業務）工事請負契約の締結につい

て、次のとおり同意する。 

 
１ 契約の目的  厚木市立依知南小学校施設建て替え整備業務（第Ⅰ期業務） 

２ 工 事 場 所  厚木市下依知２丁目７番１号 

３ 契 約 金 額  ３，３９６，５６９，０００円 

４ 契約の相手方  厚木市妻田北１丁目１２番６号 

山王・信和・小林共同企業体 

構成員代表者 

山王建設（株） 

代表取締役 髙橋 学 様 

５ 履 行 期 限  令和１０年６月１４日 

 
 

令和７年２月１５日提出 
 
 

厚木市教育委員会 
教育長  佐 後 佳 親 

 
 
提案理由 
厚木市立依知南小学校施設建て替え整備業務（第Ⅰ期業務）工事請負契約の締結につい

て、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第２９条の規定により、市長から意見を求

められたので、これに同意する。 

 



 

工事請負契約状況 

 

契約の目的（工事名） 厚木市立依知南小学校施設建て替え整備業務（第Ⅰ期業務） 

工事場所 厚木市下依知２丁目７番１号 

契約の相手方 

（構成員代表者） 

山王・信和・小林共同企業体 

厚木市妻田北１丁目12番６号 

山王建設（株） 

代表取締役 髙橋 学 様 

構成員 

厚木市中町３丁目１番16号 

（株）信和建設 

代表取締役 鶴窪 由行 様 

厚木市中町３丁目18番８号 

（株）小林建築事務所 

代表取締役 山宮 康延 様 

契約金額 3,396,569,000円 

履行期限 令和10年６月14日 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

参考資料 
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１ 契約の目的（工事名） 

厚木市立依知南小学校施設建て替え整備業務（第Ⅰ期業務） 

 

２ 工事概要 

(1) 設計業務 

ア 実施設計 

イ 設計意図伝達 

(2) 工事監理業務 

(3) 施工業務 

ア 既存校舎解体業務 

(ｱ) 中央棟 

 ａ 用  途 小学校 

 ｂ 延床面積 1,900㎡ 

 ｃ 階  数 地上３階 

 ｄ 構  造 鉄筋コンクリート造 

(ｲ) 西棟 

 ａ 用  途 小学校 

 ｂ 延床面積 1,620㎡ 

 ｃ 階  数 地上４階 

 ｄ 構  造 鉄筋コンクリート造 

イ 新校舎建設業務 

(ｱ) 用  途 小学校 

(ｲ) 建築面積 約1,735㎡ 

(ｳ) 延床面積 約4,698㎡ 

(ｴ) 階  数 地上３階 

(ｵ) 構  造 鉄筋コンクリート造 

ウ 既存校舎改修業務 

(ｱ) 用  途 小学校 

(ｲ) 延床面積 1,840㎡ 

(ｳ) 階  数 地上４階 

(ｴ) 構  造 鉄筋コンクリート造 

エ 什器・備品調達業務 

 

３ 契約方法 

公募型プロポーザル審査結果による受注候補者との随意契約 

2



４ 見積参加者及び結果（見積合せ執行日：令和７年１月27日） 

番号 事 業 者 名 
見積価格 

（単位：円） 
備考 

１ 山王・信和・小林共同企業体 3,087,790,000 
決 定 

3,396,569,000円 

※ 予定価格（消費税抜き）は、3,087,790,000円。決定価格（3,396,569,000円）は、

見積価格（3,087,790,000円）に消費税額（308,779,000円）を加算した金額です。 

 

５ 仮契約日 

  令和７年２月４日 
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厚木市立依知南小学校施設建て替え整備業務（第Ⅰ期業務） 
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工事請負契約状況 

 

契約の目的（工事名） 厚木市立依知南小学校施設建て替え整備業務（第Ⅰ期業務） 

工事場所 厚木市下依知２丁目７番１号 

契約の相手方 

（構成員代表者） 

山王・信和・小林共同企業体 

厚木市妻田北１丁目12番６号 

山王建設（株） 

代表取締役 髙橋 学 様 

構成員 

厚木市中町３丁目１番16号 

（株）信和建設 

代表取締役 鶴窪 由行 様 

厚木市中町３丁目18番８号 

（株）小林建築事務所 

代表取締役 山宮 康延 様 

契約金額 3,396,569,000円 

履行期限 令和10年６月14日 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

参考資料 
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１ 契約の目的（工事名） 

厚木市立依知南小学校施設建て替え整備業務（第Ⅰ期業務） 

 

２ 工事概要 

(1) 設計業務 

ア 実施設計 

イ 設計意図伝達 

(2) 工事監理業務 

(3) 施工業務 

ア 既存校舎解体業務 

(ｱ) 中央棟 

 ａ 用  途 小学校 

 ｂ 延床面積 1,900㎡ 

 ｃ 階  数 地上３階 

 ｄ 構  造 鉄筋コンクリート造 

(ｲ) 西棟 

 ａ 用  途 小学校 

 ｂ 延床面積 1,620㎡ 

 ｃ 階  数 地上４階 

 ｄ 構  造 鉄筋コンクリート造 

イ 新校舎建設業務 

(ｱ) 用  途 小学校 

(ｲ) 建築面積 約1,735㎡ 

(ｳ) 延床面積 約4,698㎡ 

(ｴ) 階  数 地上３階 

(ｵ) 構  造 鉄筋コンクリート造 

ウ 既存校舎改修業務 

(ｱ) 用  途 小学校 

(ｲ) 延床面積 1,840㎡ 

(ｳ) 階  数 地上４階 

(ｴ) 構  造 鉄筋コンクリート造 

エ 什器・備品調達業務 

 

３ 契約方法 

公募型プロポーザル審査結果による受注候補者との随意契約 

2



４ 見積参加者及び結果（見積合せ執行日：令和７年１月27日） 

番号 事 業 者 名 
見積価格 

（単位：円） 
備考 

１ 山王・信和・小林共同企業体 3,087,790,000 
決 定 

3,396,569,000円 

※ 予定価格（消費税抜き）は、3,087,790,000円。決定価格（3,396,569,000円）は、

見積価格（3,087,790,000円）に消費税額（308,779,000円）を加算した金額です。 

 

５ 仮契約日 

  令和７年２月４日 
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厚木市立依知南小学校施設建て替え整備業務（第Ⅰ期業務） 
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議案第７号 

 

 

動産の取得について 

 

 

厚木市立小学校及び中学校教師用指導書の取得について、次のとおり同意する。 

 

１ 取得する動産  小学校及び中学校教師用指導書 

２ 取 得 金 額        ２７，５００，０００円 

３ 契約の相手方  厚木市温水９８ 

（株）石村集文堂 

代表取締役 石村 哲也 様 

 

 

令和７年２月１５日提出 

 

 

厚木市教育委員会 

教育長  佐 後 佳 親 

 

 

 

提案理由 

令和７年度の厚木市立小学校及び中学校における学習指導用に供する教師用指導書の取

得について、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第２９条の規定により、市長から

意見を求められたので、これに同意する。 

  



 

１ 取得する動産の概要 

番号 物 品 名 物 品 の 概 要 

１ 教師用指導書 

令和７年度の厚木市立小・中学校における

学習指導用に供するもの 

小学校指導書  72冊 

中学校指導書 379冊 

 

２ 見積参加者及び結果（見積合せ執行日：令和６年12月３日） 

番号 事 業 者 名 見積価格（消費税込み） 備 考 

１ （株）石村集文堂 27,500,000円 
決定 

27,500,000円 

 ※ 予定価格（消費税込み）は、27,500,000円です。 

 

３ 仮契約日 

  令和６年12月４日 

 

参考資料 



 

議案第８号 

 

 

厚木市公文書等の管理に関する条例について 

 

厚木市公文書等の管理に関する条例について、別紙のとおり同意する。 

 

 

令和７年２月１５日提出 

 

 

厚木市教育委員会 

教育長  佐 後 佳 親 

 

 

 

提案理由 

厚木市公文書等の管理に関する条例について、地方教育行政の組織及び運営に関する法

律第２９条の規定により、市長から意見を求められたので、これに同意する。 

 

 



1 
 

厚木市公文書等の管理に関する条例 

 

目次  

第１章 総則（第１条～第３条） 

第２章 行政文書の管理（第４条～第13条） 

第３章 特定歴史公文書等の保存、利用等（第14条～第30条） 

第４章 雑則（第31条～第34条） 

附則 

第１章 総則 

（目的） 

第１条 この条例は、市の諸活動や歴史的事実の記録である公文書等が、市民共有

の知的資源として、市民が主体的に利用し得るものであることに鑑み、公文書等

の管理に関する基本的事項を定めることにより、行政文書の適正な管理、特定歴

史公文書等の適切な保存及び利用等を図り、もって市政が適正かつ効率的に運営

されるようにするとともに、市政に関する市民の知る権利を尊重し、市の諸活動

を現在及び将来の市民に説明する責務が全うされるようにすることを目的とす

る。 

（定義） 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めると

ころによる。 

(1) 実施機関 市長、厚木市病院事業の設置等に関する条例（平成14年厚木市条

例第20号）第２条第３項に規定する病院事業管理者、教育委員会、選挙管理委

員会、公平委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、消防長

及び議会をいう。 

(2) 行政文書 実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画及び電

磁的記録（電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することが

できない方式で作られた記録をいう。以下同じ。）であって、当該実施機関の

職員が組織的に用いるものとして、当該実施機関が保有しているものをいう。

ただし、次に掲げるものを除く。 

ア 新聞、雑誌、書籍その他不特定多数の者に販売することを目的として発行

されるもの 

イ 特定歴史公文書等 

ウ 市の博物館、図書館その他これらに類する施設において、歴史的若しくは

文化的な資料又は学術研究用の資料として特別の管理がされているもの 

(3) 歴史公文書等 行政文書その他の文書のうち、歴史公文書等選別基準（市政

の重要事項に関わり、将来にわたって市の諸活動及び歴史を跡付け、又は検証

する上で重要な資料となる行政文書その他の文書を選別するための基準とし

て、厚木市情報公開・個人情報保護・公文書等管理審査会条例（令和４年厚木

市条例第20号）第１条に規定する厚木市情報公開・個人情報保護・公文書等管

理審査会（以下「審査会」という。）の意見を聴いた上で市長が定めるものを
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いう。）に該当するものをいう。 

(4) 特定歴史公文書等 歴史公文書等のうち、次に掲げるものをいう。 

ア 第10条第１項の規定により市長が引き続き保存するもの及び同条第２項の

規定により市長に移管されたもの 

イ 法人その他の団体又は個人から市長に対し寄贈又は寄託の申出があったも

の（以下「寄贈等文書」という。） 

(5) 公文書等 行政文書及び特定歴史公文書等をいう。  

（他の法令等との関係） 

第３条 公文書等の管理については、法令又は他の条例に特別の定めがある場合を

除くほか、この条例の定めるところによる。  

第２章 行政文書の管理 

（行政文書の管理に関する原則） 

第４条 実施機関の職員は、この条例の目的を十分認識し、行政文書の作成、整

理、保存等を適切に行わなければならない。 

（行政文書の作成） 

第５条 実施機関の職員は、当該実施機関における経緯も含めた意思決定に至る過

程並びに事務及び事業の実績を合理的に跡付け、又は検証することができるよ

う、処理に係る事案が軽微なものである場合を除き、行政文書を作成しなければ

ならない。 

（行政文書の整理） 

第６条 実施機関の職員が行政文書を作成し、又は取得したときは、当該実施機関

は、当該行政文書について、事務又は事業の性質、内容等に応じ分類し、名称を

付するとともに、保存期間及び保存期間の満了する日を設定しなければならな

い。  

２ 実施機関は、能率的な事務又は事業の処理及び行政文書の適切な保存に資する

よう、単独で管理することが適当であると認める行政文書を除き、適時に、相互

に密接な関連を有する行政文書（保存期間を同じくすることが適当であるものに

限る。）を一の集合物（以下「行政文書ファイル」という。）にまとめなければ

ならない。  

３ 前項の場合において、実施機関は、当該行政文書ファイルについて、事務又は

事業の性質、内容等に応じ分類し、名称を付するとともに、保存期間及び保存期

間の満了する日を設定しなければならない。 

４ 実施機関は、職務の遂行上必要があるときは、第１項及び前項の規定により設

定した保存期間及び保存期間の満了する日を延長することができる。 

（保存期間が満了したときの措置の定め） 

第７条 実施機関は、行政文書ファイル及び単独で管理している行政文書（以下

「行政文書ファイル等」という。）について、保存期間（延長された場合にあっ

ては、延長後の保存期間。以下同じ。）の満了前のできる限り早い時期に、保存

期間が満了したときの措置として、歴史公文書等に該当するものにあっては引き

続き保存の措置（市長以外の実施機関にあっては、市長への移管の措置）を、そ
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れ以外のものにあっては廃棄の措置をとるべきことを定めなければならない。 

（行政文書ファイル等の保存） 

第８条 実施機関は、行政文書ファイル等について、当該行政文書ファイル等の保

存期間の満了する日までの間、その内容、時の経過、利用の状況等に応じ、適切

な保存及び利用を確保するために必要な場所において、適切な記録媒体により、

識別を容易にするための措置を講じた上で保存しなければならない。  

（行政文書ファイル管理簿） 

第９条 実施機関は、行政文書ファイル等の管理を適切に行うため、行政文書ファ

イル等の分類、名称、保存期間、保存期間の満了する日及び保存期間が満了した

ときの措置その他の必要な事項（厚木市情報公開条例（平成13年厚木市条例第15

号。以下「情報公開条例」という。）第７条に規定する非公開情報に該当するも

のを除く。）を帳簿（以下「行政文書ファイル管理簿」という。）に記載しなけ

ればならない。ただし、１年未満の保存期間が設定された行政文書ファイル等に

ついては、この限りでない。 

２ 実施機関は、行政文書ファイル管理簿をインターネットの利用その他の方法に

より公表しなければならない。 

（保存期間が満了した行政文書ファイル等の取扱い） 

第10条 市長は、保存期間が満了した行政文書ファイル等について、第７条の規定

による定めに基づき、引き続き保存し、又は廃棄しなければならない。 

２ 市長以外の実施機関は、保存期間が満了した行政文書ファイル等について、第

７条の規定による定めに基づき、市長に移管し、又は廃棄しなければならない。 

この場合において、市長は、当該移管された行政文書ファイル等を保存しなけれ

ばならない。 

３ 実施機関は、前２項の規定により、保存期間が満了した行政文書ファイル等を

廃棄しようとするときは、歴史公文書等に該当するか否かについて、審査会の意

見を聴かなければならない。ただし、１年以下の保存期間が設定された行政文書

ファイル等については、この限りでない。 

４ 市長以外の実施機関は、第２項の規定により市長に移管する行政文書ファイル

等について、第17条第１項第１号に掲げる場合に該当するものとして利用の制限

を行うことが適切であると認める場合には、その旨の意見を付さなければならな

い。  

（管理状況の報告等） 

第11条 市長以外の実施機関は、行政文書の管理の状況について、毎年度、市長に

報告しなければならない。 

２ 市長は、毎年度、実施機関における行政文書の管理の状況を取りまとめ、その

概要をインターネットの利用その他の方法により公表しなければならない。 

（行政文書の管理に関する定め） 

第12条 実施機関は、行政文書の管理が第４条から前条までの規定に基づき適正に

行われることを確保するため、行政文書の管理に関する定めを設けるとともに、

これを公表しなければならない。  
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（電子化の推進） 

第13条 実施機関は、行政文書の適正な管理、事務又は事業の効率化等に資するた

め、行政文書の電子化の推進に努めなければならない。 

２ 実施機関は、電子化された行政文書の保存等に係る技術の進展状況等を勘案し

て、保存期間の設定その他の行政文書の管理の方法をよりこの条例の目的を達成

できる方法に変更するよう努めなければならない。 

第３章 特定歴史公文書等の保存、利用等 

（特定歴史公文書等の保存等） 

第14条 市長は、特定歴史公文書等について、第29条第１項の規定により廃棄され

るに至る場合を除き、永久に保存しなければならない。 

２ 市長は、寄贈等文書が歴史公文書等に該当し、特定歴史公文書等として保存す

べきか否かについて専門的な判断を要すると認めるときは、審査会の意見を聴か

なければならない。 

３ 市長は、特定歴史公文書等について、その内容、保存状態、時の経過、利用の

状況等に応じ、適切な保存及び利用を確保するために必要な場所において、適切

な記録媒体により、識別を容易にするための措置を講じた上で保存しなければな

らない。 

４ 市長は、特定歴史公文書等に個人情報（生存する個人に関する情報であって、

当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別する

ことができるもの（他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個

人を識別することができることとなるものを含む。）をいう。）が記録されてい

る場合には、当該個人情報の漏えいの防止のために必要な措置を講じなければな

らない。 

５ 市長は、特定歴史公文書等の名称、保存期間が満了した時点における実施機関

又は寄贈若しくは寄託をした者の名称又は氏名、引き続き保存若しくは移管を

し、又は寄贈若しくは寄託を受けた時期その他の特定歴史公文書等の適切な保存

を行い、及び適切な利用に資するために必要な事項を記載した目録を作成し、イ

ンターネットの利用その他の方法により公表しなければならない。 

（特定歴史公文書等の利用を請求する権利） 

第15条 何人も、この条例の定めるところにより、市長に対して特定歴史公文書等

の利用を請求することができる。  

（利用請求の手続） 

第16条 前条の規定による特定歴史公文書等の利用の請求（以下「利用請求」とい

う。）は、次に掲げる事項を記載した書面（以下「利用請求書」という。）を市

長に提出してしなければならない。 

(1) 利用請求をする者の氏名又は名称及び住所又は居所並びに法人その他の団体

にあっては、代表者の氏名 

(2) 利用請求に係る第14条第５項に規定する目録に記載された特定歴史公文書等

の名称 

(3) 前２号に掲げるもののほか、規則で定める事項 
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２ 市長は、利用請求書に形式上の不備があると認めるときは、利用請求をした者

（以下「利用請求者」という。）に対し、相当の期間を定めて、その補正を求め

るものとする。この場合において、市長は、利用請求者に対し、補正の参考とな

る情報を提供するよう努めなければならない。 

（利用請求の取扱い） 

第17条 市長は、利用請求があったときは、次に掲げる場合を除き、これを利用さ

せなければならない。 

(1) 当該特定歴史公文書等に次に掲げる情報が記録されている場合 

ア 情報公開条例第７条第１号に掲げる情報 

イ 情報公開条例第７条第２号に掲げる情報 

ウ 情報公開条例第７条第４号ア又はオに掲げる情報 

エ 情報公開条例第７条第５号に掲げる情報 

オ 情報公開条例第７条第６号に掲げる情報 

(2) 当該特定歴史公文書等がその全部又は一部を一定の期間公にしないことを条

件に寄贈され、又は寄託された寄贈等文書であって、当該期間が経過していな

い場合 

(3) 当該特定歴史公文書等の原本を利用に供することにより当該原本の破損若し

くはその汚損を生ずるおそれがある場合又は市長が修復作業等のために当該原

本を現に使用している場合  

２ 市長は、利用請求に係る特定歴史公文書等が前項第１号に該当するか否かにつ

いて判断するに当たっては、当該特定歴史公文書等が行政文書として作成され、

又は取得されてからの時の経過を考慮するとともに、当該特定歴史公文書等に第

10条第４項の規定による意見が付されている場合には、当該意見を参酌しなけれ

ばならない。 

３ 市長は、第１項第１号又は第２号に掲げる場合であっても、同項第１号アから

オまでに掲げる情報又は同項第２号に規定する条件に係る情報が記録されている

部分を容易に区分して除くことができるときは、利用請求者に対し、当該部分を

除いた部分を利用させなければならない。ただし、当該部分を除いた部分に有意

の情報が記録されていないと認められるときは、この限りでない。 

（利用請求に対する措置） 

第18条 市長は、利用請求に係る特定歴史公文書等の全部又は一部を利用させると

きは、その旨の決定（以下「利用決定」という。）をし、利用請求者に対し、そ

の旨（一部を利用させる旨の決定をした場合にあっては、その旨及びその理由）

及び利用について必要な事項を書面により通知しなければならない。 

２ 市長は、利用請求に係る特定歴史公文書等の全部を利用させないときは、その

旨の決定をし、利用請求者に対し、その旨及びその理由を書面により通知しなけ

ればならない。 

（利用決定等の期限） 

第19条 前条各項に規定する決定（以下「利用決定等」という。）は、利用請求が

あった日から起算して15日以内にしなければならない。ただし、第16条第２項の
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規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に

算入しない。 

２ 前項の規定にかかわらず、市長は、事務処理上の困難その他正当な理由がある

ときは、同項に規定する期間を45日以内に限り延長することができる。この場合

において、市長は、利用請求者に対し、遅滞なく、延長後の期間及び延長の理由

を書面により通知しなければならない。 

（利用決定等の期限の特例） 

第20条 利用請求に係る特定歴史公文書等が著しく大量であるため、利用請求があ

った日から起算して60日以内にその全てについて利用決定等をすることにより事

務の遂行に著しい支障が生ずるおそれがある場合には、前条の規定にかかわら

ず、市長は、利用請求に係る特定歴史公文書等のうちの相当の部分につき当該期

間内に利用決定等をし、残りの特定歴史公文書等については相当の期間内に利用

決定等をすれば足りる。この場合において、市長は、同条第１項に規定する期間

内に、利用請求者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならな

い。 

(1) この条を適用する旨及びその理由 

(2) 残りの特定歴史公文書等について利用決定等をする期限 

（本人情報の取扱い） 

第21条 市長は、第17条第１項第１号アの規定にかかわらず、同号アに掲げる情報

により識別される特定の個人（以下「本人」という。）から、当該情報が記録さ

れている特定歴史公文書等について利用請求があった場合において、規則で定め

るところにより本人であることを示す書類の提示又は提出があったときは、本人

の生命、健康、生活又は財産を害するおそれがある情報が記録されている場合を

除き、当該特定歴史公文書等につき同号アに掲げる情報が記録されている部分に

ついても、利用させなければならない。 

（第三者に対する意見書提出の機会の付与等） 

第22条 利用請求に係る特定歴史公文書等に市、国、独立行政法人等（公文書等の

管理に関する法律（平成21年法律第66号）第２条第２項に規定する独立行政法人

等をいう。）、他の地方公共団体、地方独立行政法人（地方独立行政法人法（平

成15年法律第118号）第２条第１項に規定する地方独立行政法人をいう。）及び

利用請求者以外の者（以下「第三者」という。）に関する情報が記録されている

ときは、市長は、利用決定等をするに当たって、当該情報に係る第三者に対し、

利用請求に係る特定歴史公文書等の名称その他規則で定める事項を通知して、意

見書を提出する機会を与えることができる。 

２ 市長は、第三者に関する情報が記録されている特定歴史公文書等の利用をさせ

ようとする場合であって、当該情報が情報公開条例第７条第１号イ若しくはウ又

は第２号ただし書に規定する情報に該当すると認めるときは、利用決定に先立

ち、当該第三者に対し、利用請求に係る特定歴史公文書等の名称その他規則で定

める事項を書面により通知して、意見書を提出する機会を与えなければならな

い。ただし、当該第三者の所在が判明しない場合は、この限りでない。 
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３ 市長は、前２項の規定により意見書を提出する機会を与えられた第三者が当該

特定歴史公文書等を利用させることに反対の意思を表示した意見書を提出した場

合において、利用決定をするときは、その決定の日と利用させる日との間に少な

くとも２週間を置かなければならない。この場合において、市長は、利用決定後

直ちに、当該意見書（以下「反対意見書」という。）を提出した第三者に対し、

利用決定をした旨及びその理由並びに利用させる日を書面により通知しなければ

ならない。 

（利用の方法） 

第23条 市長が特定歴史公文書等を利用させる場合は、文書又は図画については閲

覧又は写しの交付により、電磁的記録についてはその種別、情報化の進展状況等

を勘案して規則で定める方法により行う。ただし、閲覧の方法により特定歴史公

文書等を利用させる場合にあっては、当該特定歴史公文書等の保存に支障を生ず

るおそれがあると認めるときその他正当な理由があるときに限り、その写しを閲

覧させる方法により、これを利用させることができる。  

（費用負担） 

第24条 利用請求の手続に要する費用は、無料とする。 

２ 利用請求に係る特定歴史公文書等（前条ただし書の規定により特定歴史公文書

等を複写したものを含む。）の写し等の交付に要する費用は、利用請求者の負担

とする。 

（行政不服審査法に関する規定の適用除外） 

第25条 利用決定等又は利用請求に係る不作為に係る審査請求については、行政不

服審査法（平成26年法律第68号）第９条第１項本文の規定は、適用しない。 

（審査請求に対する諮問等） 

第26条 利用決定等又は利用請求に係る不作為について審査請求があったときは、

市長は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、速やかに、審査会に諮問

し、その議を経て、当該審査請求に対する裁決を行わなければならない。 

(1) 審査請求が不適法であり、却下するとき。 

(2) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る特定歴史公文書等の

全部を利用させることとするとき（当該特定歴史公文書等の利用について反対

意見書が提出されているときを除く。）。 

２ 前項の規定による諮問は、行政不服審査法第９条第３項において読み替えて適

用する同法第29条第２項に規定する弁明書、同法第30条第１項に規定する反論書

（以下「反論書」という。）及び同条第２項に規定する意見書（以下「参加人意

見書」という。）の写し（反論書及び参加人意見書の写しにあっては、保有して

いるときに限る。）を添えてしなければならない。 

３ 市長は、第１項の規定により諮問をしたときは、次に掲げる者に対し、諮問を

した旨を書面により通知しなければならない。 

(1) 審査請求人及び参加人（行政不服審査法第13条第４項に規定する参加人をい

う。以下同じ。） 

(2) 利用請求者（利用請求者が審査請求人又は参加人である場合を除く。） 
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(3) 当該審査請求に係る特定歴史公文書等の利用について反対意見書を提出した

第三者（当該第三者が審査請求人又は参加人である場合を除く。） 

４ 第22条第３項の規定は、次の各号のいずれかに該当する裁決をする場合につい

て準用する。 

(1) 利用決定に対する第三者からの審査請求を却下し、又は棄却する裁決 

(2) 審査請求に係る利用決定等（利用請求に係る特定歴史公文書等の全部を利用

させる旨の決定を除く。）を変更し、当該審査請求に係る特定歴史公文書等を

利用させる旨の裁決（第三者である参加人が当該特定歴史公文書等の利用に反

対の意思を表示している場合に限る。） 

（利用の促進）  

第27条 市長は、特定歴史公文書等（第17条の規定により利用させることができる

ものに限る。）について、展示その他の方法により積極的に一般の利用に供する

よう努めなければならない。 

（実施機関による利用の特例） 

第28条 特定歴史公文書等を移管した市長以外の実施機関が市長に対してその所掌

事務を遂行するために必要であるとして当該特定歴史公文書等について利用請求

をした場合には、第17条第１項第１号の規定は、適用しない。 

（特定歴史公文書等の廃棄） 

第29条 市長は、特定歴史公文書等として保存されている文書が重要でなくなった

と認める場合には、当該文書を廃棄することができる。 

２ 市長は、前項の規定により特定歴史公文書等を廃棄しようとするときは、あら

かじめ審査会の意見を聴かなければならない。 

（保存及び利用の状況の公表） 

第30条 市長は、特定歴史公文書等の保存及び利用の状況について、毎年度、その

概要をインターネットの利用その他の方法により公表しなければならない。 

第４章 雑則 

（指定管理者の文書の管理） 

第31条 市が設置する公の施設（地方自治法（昭和22年法律第67号）第244条第１

項に規定する公の施設をいう。）の管理を行う指定管理者（同法第244条の２第

３項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。）は、この条例の趣旨にのっと

り、当該公の施設の管理に関する文書を適正に管理するため必要な措置を講じな

ければならない。 

２ 実施機関は、指定管理者との間で締結する協定において、前項に規定する指定

管理者が講じなければならない措置を明らかにしなければならない。 

（出資法人等の文書の管理） 

第32条 市が出資その他の財政上の援助を行う法人であって、規則で定めるもの

（以下「出資法人等」という。）は、この条例の趣旨にのっとり、その保有する

文書の適正な管理について必要な措置を講ずるよう努めるものとする。 

２ 実施機関は、出資法人等の文書の適正な管理が推進されるよう必要な施策を講

ずるものとする。 
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（研修） 

第33条 実施機関は、当該実施機関の職員に対し、公文書等の管理を適正かつ効果

的に行うために必要な知識及び技能を習得させ、及び向上させるために必要な研

修を行うものとする。 

（委任） 

第34条 この条例の施行について必要な事項は、市長等が別に定める。 

 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、令和７年４月１日（以下「施行日」という。）から施行する。た

だし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 

(1) 次項及び附則第４項の規定 公布の日 

(2) 第７条、第10条及び第11条並びに第３章の規定 令和８年４月１日 

（準備行為） 

２ この条例を施行するために必要な準備行為は、施行日前においても行うことが

できる。 

（経過措置） 

３ 施行日から令和８年３月31日までの間における第２条第２号の規定の適用につ

いては、同号中 

 「 

 イ 特定歴史公文書等 

ウ 市の博物館、図書館その他これらに類する施設において、歴史的若しく 

は文化的な資料又は学術研究用の資料として特別の管理がされているもの 

                                   」 

とあるのは、 

 「 

イ 市の博物館、図書館その他これらに類する施設において、歴史的若しく 

は文化的な資料又は学術研究用の資料として特別の管理がされているもの 

                                    」 

 とする。 

４ この条例の施行の際、現に実施機関が保有している行政文書に係る第６条から

第11条までの規定の適用について必要な経過措置その他この条例の施行について

必要な経過措置は、規則で定める。 



厚木市公文書等の管理に関する条例（案）の骨子の概要

第１章 総則

第２章 行政文書の管理

第３章 特定歴史公文書等の保存、利用等（令和８年４月施行予定）

第４章 雑則

定義

他法令との関係

出資法人等

条例の適用対象となる実施機関、行政が取り扱う文書である行政文書を定義します。

保存

行政文書の作成

職員は、意思決定に至る過程、事務の検証がで

きるよう行政文書を作成します。

原則

選別基準に基づき選別をした特定歴史公文書等は、永久に保存します。

特定歴史公文書等を適切に保存し、利用するために必要な事項を記載した

目録を作成、公表します。

特定歴史公文書等の利用請求はどなたでも可能です。

利用については、個人情報等の非公開情報を除いた部分となります。

利用決定等の期限は、利用請求があった日から起算して１５日以内です。

本人の情報については、一部を除き、非公開情報も公開します。

市や、国、独立行政法人等、利用請求者以外の者に関する情報が記録され

ているときは、その情報に係る第三者に意見を提出する機会を付与します。

特定歴史公文書等を廃棄する場合は、あらかじめ附属機関の意見を聞きま

す。

目的
本市の公文書等の管理の基本的事項を定め、行政文書の適正な管理と、特定歴史的公文書等

の適切な保存や利用等を行うことで、市政が適正かつ効率的に運営されるようにするとともに、

本市の諸活動を現在・将来の市民に説明する責務が全うされることを目的とします。

利用

廃棄

パブリ ッ ク コ メ ント 用資料

研修

委任

文書又は図画については、閲覧又は写しの交付による利用とします。電子

データについては、原則データでの閲覧又は写しの交付とします。

ただし、特定歴史公文書等の保存に支障を生ずるおそれがある場合等は、

その写しの閲覧によることとします。

利用請求の手続は無料です。写しの交付に係る費用は実費とします。

例 白黒（Ａ３まで）１枚10円 カラー（Ａ３まで）１枚50円

利用決定等に不服がある場合は、審査請求をすることができます。審査請

求があった場合は、附属機関で審査します。

毎年度、特定歴史公文書等の保存及び利用の状況について、公表します。
保存及び利用状況の
報告

法令又は他の条例に特別の定めがある場合は、そちらを優先します。

歴史資料として重要な文書を「歴史公文書等」、歴史公文書等のうち保存期間満了後も市長

が保存するものや民間から寄贈等されたものを「特定歴史公文書等」として定義します。

職員は、条例の目的を十分認識し、行政文書の作成、整理、保存等を適切に行います。

厚木市の指定管理者、出資法人についても文書の適正な管理が推進されるよう、厚木

市は必要な施策を講じます。

職員に対し、公文書等の管理について必要な研修を行います。

条例の施行について必要な事項は、実施機関が規則等で別に定めます。

行政文書の整理

行政文書の作成・取得等をしたときは、事務事

業の性質、内容等に応じて分類をし、行政文書

ファイルとしてまとめ、名称、保存期間等を設

定して管理をします。

管理状況の報告 実施機関における行政文書の管理の状況を取りまとめ、その概要を公表します。

行政文書の保存

保存期間の満了する日までの間、適切な保存及

び利用を確保します。

保存期間満了後の措置

保存期間が満了した行政文書については、廃棄
又は特定歴史公文書等として引き続き保存をし

ます。

関係例規の整備

附属機関の設置 附属機関を設置するため、関係例規を整備します。

条例の運用のため
の規則の制定

行政文書における標準の保存期間、特定歴史公文書等の保存方法及び利用

請求の手続、条例の施行に必要な経過措置を定めるため、関係規則を制定し

ます。

行政文書ファイル等の管理を適切に行うため、行政文書を保存している間、行政文書ファイル等の分類、名称、

保存期間、保存期間の満了する日等を一覧にし、公表することとします。

附則 本条例の施行日は令和７（2025）年４月１日とします。ただし、第２章の一部及び第３章

の特定歴史公文書に関する事項については、令和８（2026）年４月１日とします。
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議案第９号 

 

 

厚木市都市公園条例等の一部を改正する条例について 

 

厚木市都市公園条例等の一部を改正する条例について、別紙のとおり同意する。 

 

 

令和７年２月１５日提出 

 

 

厚木市教育委員会 

教育長  佐 後 佳 親 

 

 

 

提案理由 

厚木市都市公園条例等の一部を改正する条例について、地方教育行政の組織及び運営に

関する法律第２９条の規定により、市長から意見を求められたので、これに同意する。 
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厚木市都市公園条例等の一部を改正する条例 

 

（厚木市都市公園条例の一部改正） 

第１条 厚木市都市公園条例（昭和50年厚木市条例第24号）の一部を次のよう

に改正する。 

  別表第１厚木市荻野運動公園の項に次のように加える。 

作業小屋 

別表第２の４ 有料公園施設の使用料等の表備考以外の部分を次のように

改める。 

４ 有料公園施設の使用料等 

公園の

名称 

有料公園

施設の種

類 

区分 使用料又は利用料金 

市内 市外 

厚木公

園 

野外ステ

ージ 

 １時間につき 

300 円 

若宮公

園 

テニスコ

ート 

 １面１時

間につき 

400 円 

１面１時

間につき 

800 円 

厚木市

荻野運

動公園 

競技場 専用利用 １時間に

つき 

3,900 円 

１時間に

つき 

7,800 円 

共用

利用 

個人 １回につき 

200 円 

団

体 

25人未満 １回につき 

1,000 円 

25人以上50人未

満 

１回につき 

2,000 円 

年

間

利

用

者 

小学生、中学生、高

校生 

１年につき 

2,000 円 

上記以外の者 １年につき 

3,300 円 

附属

設備 

照

明

設

備 

２分の１点灯 １時間につき 

3,000 円 

全部点灯 １時間につき 

6,000 円 

会議室 １時間につき 

210 円 

放送室、記録室 １時間につき 

400 円 
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電気計時装置（フィル

ムの使用を除く。） 

１式１回につき 

2,060 円 

テニスコ

ート 

 １面１時

間につき 

600 円 

１面１時

間につき 

1,200 円 

附属

設備 

照明設備 １面１時間につき 

500 円 

体育

館 

専

用

利

用 

メイ

ンア

リー

ナ 

３分の１面 １時間に

つき 

900 円 

１時間に

つき 

1,800 円 

２分の１面 １時間に

つき 

1,350 円 

１時間に

つき 

2,700 円 

３分の２面 １時間に

つき 

1,800 円 

１時間に

つき 

3,600 円 

全面 １時間に

つき 

2,700 円 

１時間に

つき 

5,400 円 

照

明

設

備 

３分

の１

面 

４ 分 の ２

点灯 

１時間につき 

310 円 

４ 分 の ３

点灯 

１時間につき 

720 円 

全部点灯 １時間につき 

1,030 円 

２分

の１

面 

４ 分 の ２

点灯 

１時間につき 

510 円 

４ 分 の ３

点灯 

１時間につき 

1,030 円 

全部点灯 １時間につき 

1,540 円 

３分

の２

面 

４ 分 の ２

点灯 

１時間につき 

620 円 

４ 分 の ３

点灯 

１時間につき 

1,440 円 

全部点灯 １時間につき 

2,060 円 

全面 ４ 分 の ２

点灯 

１時間につき 

1,030 円 

４ 分 の ３

点灯 

１時間につき 

2,060 円 
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全部点灯 １時間につき 

3,090 円 

附

属

設

備 

電光得点表示盤 １式１回につき 

1,200 円 

放送室 １時間につき 

400 円 

可動席 １式１回につき 

6,600 円 

サブアリ

ーナ 

２分の１面 １時間に

つき 

400 円 

１時間に

つき 

800 円 

全面 １時間に

つき 

800 円 

１時間に

つき 

1,600 円 

多目的室 ２分の１面 １時間に

つき 

400 円 

１時間に

つき 

800 円 

全面 １時間に

つき 

800 円 

１時間に

つき 

1,600 円 

会議室Ａ １時間に

つき 

310 円 

１時間に

つき 

620 円 

会議室Ｂ １時間に

つき 

310 円 

 

１時間に

つき 

620 円 

共

用

利

用 

メインアリーナ 午前、午後又は夜間 

大人 300 円 

小人 150 円 

サブアリーナ 

多目的室 

ジョギングコース 

トレーニング室 午前、午後又は夜間 

400 円 

プー

ル 

専

用

利

用 

１コース 

 

１時間に

つき 

2,000 円 

１時間に

つき 

4,000 円

全面 １時間に

つき 

16,000 円 

 

 

１時間に

つき 

32,000 円
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共用利用 １回につき 

大人 500 円 

小人 250 円 

 作業

小屋 

 １回につき 

800 円 

ぼうさ

いの丘

公園 

セン

ター

施設 

講義室Ａ １時間につき 

300 円 

講義室Ｂ １時間につき 

300 円 

研修室 １時間につき 

300 円 

会議室 １時間につき 

200 円 

  別表第２の４ 有料公園施設の使用料等の表備考９第１号中「テニスコー

ト」の次に「及び作業小屋」を加える。 

（厚木市立学校施設使用条例の一部改正） 

第２条 厚木市立学校施設使用条例（昭和53年厚木市条例第21号）の一部を次

のように改正する。 

別表備考２中「820円」を「1,000円」に、「410円」を「500円」に改め、

同表備考に次のように加える。 

３ 冷暖房設備を設置している体育館の当該冷暖房設備を使用する場

合は、１時間につき 1,000 円を加算する。 

（厚木市営体育施設条例の一部改正） 

第３条 厚木市営体育施設条例（昭和59年厚木市条例第27号）の一部を次のよ

うに改正する。 

  別表中 

 「 

１時間につき 

1,540 円 

１時間につき 

3,080 円 

１時間につき 

1,030 円 

１時間につき 

2,060 円 

１時間につき 

3,090 円 

１回につき 

1,030 円 

１時間につき 

510 円 

１時間につき 

1,020 円 

１面１時間につき 

210 円 

１面１時間につき 

420 円 
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１時間につき 

620 円 

１時間につき 

1,240 円 

１時間につき 

1,230 円 

１時間につき 

2,460 円 

１時間につき 

150 円 

１時間につき 

310 円 

１時間につき 

310 円 

１時間につき 

620 円 

１式１回につき 

1,030 円 

１時間につき 

310 円 

１時間につき 

410 円 

１時間につき 

820 円 

１時間につき 

510 円 

１時間につき 

1,020 円 

１時間につき 

620 円 

１時間につき 

1,240 円 

１時間につき 

410 円 

１時間につき 

820 円 

                     」 

 を 

 「 

１時間につき 

1,800 円 

１時間につき 

3,600 円 

１時間につき 

1,200 円 

１時間につき 

2,400 円 

１時間につき 

3,600 円 

１回につき 

1,100 円 

１時間につき 

700 円 

１時間につき 

1,400 円 

１面１時間につき 

300 円 

１面１時間につき 

600 円 
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１時間につき 

750 円 

１時間につき 

1,500 円 

１時間につき 

1,500 円 

１時間につき 

3,000 円 

１時間につき 

200 円 

１時間につき 

400 円 

１時間につき 

400 円 

１時間につき 

800 円 

１式１回につき 

1,200 円 

１時間につき 

400 円 

１時間につき 

500 円 

１時間につき 

1,000 円 

１時間につき 

600 円 

１時間につき 

1,200 円 

１時間につき 

700 円 

１時間につき 

1,400 円 

１時間につき 

500 円 

１時間につき 

1,000 円 

                     」 

 に、 

 「 

午前、午後又は夜間 

大人 210円 

小人 100円 

午前、午後又は夜間 

310円 

１時間につき 

1,030円 

１時間につき 

2,060円 

１時間につき 

2,060円 

１時間につき 

4,120円 

１時間につき 

1,030円 

１時間につき 

2,060円 

 



 
 

7 
 

１時間につき 

2,060円 

１時間につき 

4,110円 

１時間につき 

600円 

１時間につき 

1,200円 

１時間につき 

1,200円 

１時間につき 

2,400円 

１時間につき 

300円 

１時間につき 

600円 

午前、午後又は夜間 

大人 210円 

小人 100円 

１時間につき 

600円 

１時間につき 

1,200円 

１時間につき 

1,200円 

１時間につき 

2,400円 

１時間につき 

310円 

１時間につき 

620円 

１時間につき 

310円 

１時間につき 

300円 

１時間につき 

600円 

午前、午後又は夜間 

大人 210円 

小人 100円 

１面１時間につき 

500円 

１面１時間につき 

1,000円 

 

１面１時間につき 

410円 

                     」 

 を 

 「 

午前、午後又は夜間 

大人 300 円 

小人 150 円 

午前、午後又は夜間 

400 円 
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１時間につき 

1,200 円 

１時間につき 

2,400 円 

１時間につき 

2,400 円 

１時間につき 

4,800 円 

１時間につき 

1,200 円 

１時間につき 

2,400 円 

１時間につき 

2,400 円 

１時間につき 

4,800 円 

１時間につき 

750 円 

１時間につき 

1,500 円 

１時間につき 

1,500 円 

１時間につき 

3,000 円 

１時間につき 

400 円 

１時間につき 

800 円 

午前、午後又は夜間 

大人 300 円 

小人 150 円 

１時間につき 

750 円 

１時間につき 

1,500 円 

１時間につき 

1,500 円 

１時間につき 

3,000 円 

１時間につき 

400 円 

１時間につき 

800 円 

１時間につき 

400 円 

１時間につき 

400 円 

１時間につき 

800 円 

午前、午後又は夜間 

大人 300 円 

小人 150 円 

１面１時間につき 

600 円 

１面１時間につき 

1,200 円 

１面１時間につき 

500 円 

                     」 
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に改める。 

 

   附 則 

１ この条例は、令和７年10月１日から施行する。ただし、次の各号に掲げる

規定は、当該各号に定める日から施行する。 

 (1) 次項の規定 公布の日 

 (2) 第２条中厚木市立学校施設使用条例別表備考に次のように加える改正規

定 令和７年７月１日 

２ この条例による改正後の次に掲げる条例を施行するために必要な準備行為

は、この条例の施行前においても行うことができる。 

(1) 厚木市都市公園条例 

(2) 厚木市立学校施設使用条例 

(3) 厚木市営体育施設条例 
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新旧対照表 
※ 赤字部分が教育委員会に関係する変更部分 

新 旧 
厚木市都市公園条例の一部改正（第１条関係） 厚木市都市公園条例の一部改正（第１条関係） 
別表第1(第7条関係) 別表第1(第7条関係) 

公園の名称 有料公園施設の種類 
略 略 

厚木市荻野運動公園 略 
作業小屋 

略 略 
 

公園の名称 有料公園施設の種類 
略 略 

厚木市荻野運動公園 略 

略 略 
 

別表第2(第15条、第20条、第26条関係) 別表第2(第15条、第20条、第26条関係) 
1～3 略  1～3 略  
4 有料公園施設の使用料等 4 有料公園施設の使用料等 
公

園

の

名

称 

有料

公園

施設

の種

類 

区分 使用料又は利

用料金 
市内 市外 

厚

木

公

園 

野外

ステ

ージ 

 1時間につき 
300円 

若

宮

公

園 

テニ

スコ

ート 

 1面1
時間

につ

き 
400
円 

1面1
時間

につ

き 
800
円 

厚

木

市

荻

野

運

動

公

園 

競技

場 
専用利用 1時

間に

つき 
3,900

円 

1時間

につ

き 
7,800

円 
共用利

用 
個人 1回につき 

200円 
団

体 
25人
未満 

1回につき 
1,000円 

25人
以上

50人
未満 

1回につき 
2,000円 

   年

間

利

用

者 

小学

生、

中学

生、

高校

生 
 

1年につき 
2,000円 

   

公

園

の

名

称 

有料

公園

施設

の種

類 

区分 使用料又は利

用料金 
市内 市外 

厚

木

公

園 

野外

ステ

ージ 

 1時間につき 
200円 

若

宮

公

園 

テニ

スコ

ート 

 1面1
時間

につ

き 
300
円 

1面1
時間

につ

き 
600
円 

厚

木

市

荻

野

運

動

公

園 

競技

場 
専用利用 1時

間に

つき 
2,060

円 

1時
間に

つき 
4,120

円 
共用利

用 
個人 1回につき 

100円 
団

体 
25人
未満 

1回につき 
510円 

25人
以上

50人
未満 

1回につき 
1,030円 

   年

間

利

用

者 

小学

生、

中学

生、

高校

生 
 

1年につき 
1,850円 

   

参考資料 
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 上記

以外

の者 

1年につき 
3,300円 

附属設

備 
照

明

設

備 

2分
の1
点灯 

1時間につき 
3,000円 

全部

点灯 
1時間につき 

6,000円 
会議室 1時間につき 

    210円 
放送室、

記録室 
1時間につき 

400円 

電気計時

装置(フ
ィルムの

使用を除

く。) 

1式1回につ

き 
2,060円 

テニ

スコ

ート 

 1面1
時間

につ

き 
600
円 

1面1
時間

につ

き 
1,200

円 
附属設

備 
照明設備 1面1時間に

つき 
500円 

体育

館 
専

用

利

用 

メ

イ

ン

ア

リ

ー

ナ 

3分の1面 1時
間に

つき 
900
円 

1時間

につ

き 
1,800

円 
2分の1面 1時

間に

つき 
1,350

円 

1時間

につ

き 
2,700

円 
3分の2面 1時

間に

つき 
1,800

円 

1時間

につ

き 
3,600

円 
   全面 1時

間に

つき 
2,700

円 
 
 

1時間

につ

き 
5,400

円 

   

 上記

以外

の者 

1年につき 
3,090円 

附属設

備 
照

明

設

備 

2分
の1
点灯 

1時間につき 
2,060円 

全部

点灯 
1時間につき 

4,110円 
会議室 1時間につき 

    210円 
放送室、

記録室 
1時間につき 

210円 

電気計時

装置(フ
ィルムの

使用を除

く。) 

1式1回につ

き 
2,060円 

テニ

スコ

ート 

 1面1
時間

につ

き 
510
円 

1面1
時間

につ

き 
1,020

円 
附属設

備 
照明設備 1面1時間に

つき 
410円 

体育

館 
専

用

利

用 

メ

イ

ン

ア

リ

ー

ナ 

3分の1面 1時
間に

つき 
720
円 

1時
間に

つき 
1,440

円 
2分の1面 1時

間に

つき 
1,130

円 

1時
間に

つき 
2,260

円 
3分の2面 1時

間に

つき 
1,440

円 

1時
間に

つき 
2,880

円 
   全面 1時

間に

つき 
2,160

円 
 
 

1時
間に

つき 
4,320

円 
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照

明

設

備 

3
分

の

1
面 

4
分

の

2
点

灯 

1時間につき 
310 円 

4
分

の

3
点

灯 

1時間につき 
720 円 

全

部

点

灯 

1時間につき 
1,030 円 

2
分

の

1
面 

4
分

の

2
点

灯 

1時間につき 
510 円 

4
分

の

3
点

灯 

1時間につき 
1,030 円 

全

部

点

灯 

1時間につき 
1,540 円 

3
分

の

2
面 

4
分

の

2
点

灯 

1時間につき 
620 円 

4
分

の

3
点

灯 

1時間につき 
1,440 円 

全

部

点

灯 
 
 
 

1時間につき 
2,060 円 

   

照

明

設

備 

3
分

の

1
面 

4
分

の

2
点

灯 

1時間につき 
310 円 

4
分

の

3
点

灯 

1時間につき 
720 円 

全

部

点

灯 

1時間につき 
1,030 円 

2
分

の

1
面 

4
分

の

2
点

灯 

1時間につき 
510 円 

4
分

の

3
点

灯 

1時間につき 
1,030 円 

全

部

点

灯 

1時間につき 
1,540 円 

3
分

の

2
面 

4
分

の

2
点

灯 

1時間につき 
620 円 

4
分

の

3
点

灯 

1時間につき 
1,440 円 

全

部

点

灯 
 
 
 

1時間につき 
2,060 円 
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全

面 
4
分

の

2
点

灯 

1時間につき 
1,030 円 

   4
分

の

3
点

灯 

1時間につき 
2,060 円 

全

部

点

灯 

1時間につき 
3,090 円 

附

属

設

備 

電光

得点

表示

盤 

1式1回につ

き 
1,200円 

放送

室 
1時間につき 

400円 
可動

席 
1式1回につ

き 
6,600円 

サブア

リーナ 
2分
の1
面 

1時
間に

つき 
400
円 

1時間

につ

き 
800
円 

全面 1時
間に

つき 
800
円 

1時間

につ

き 
1,600

円 
多目的

室 
2分
の1
面 

1時
間に

つき 
400
円 

1時間

につ

き 
800
円 

全面 1時
間に

つき 
800
円 

1時間

につ

き 
1,600

円 
会議室Ａ 1時

間に

つき 
310
円 

1時
間に

つき 
620
円 

    

全

面 
4
分

の

2
点

灯 

1時間につき 
1,030 円 

   4
分

の

3
点

灯 

1時間につき 
2,060 円 

全

部

点

灯 

1時間につき 
3,090 円 

附

属

設

備 

電光

得点

表示

盤 

1式1回につ

き 
1,030円 

放送

室 
1時間につき 

310円 
可動

席 
1式1回につ

き 
5,140円 

サブア

リーナ 
2分
の1
面 

1時
間に

つき 
310
円 

1時
間に

つき 
620
円 

全面 1時
間に

つき 
620
円 

1時
間に

つき 
1,240

円 
多目的

室 
2分
の1
面 

1時
間に

つき 
310
円 

1時
間に

つき 
620
円 

全面 1時
間に

つき 
620
円 

1時
間に

つき 
1,240

円 
会議室Ａ 1時

間に

つき 
310
円 

1時
間に

つき 
620
円 
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 会議室Ｂ 1時
間に

つき 
310
円 

1時
間に

つき 
620
円 

    共

用

利

用 

メインアリー

ナ 
午前、午後又

は夜間 
大人 300円 
小人 150円 

サブアリーナ 
 
多目的室 
ジョギングコ

ース 
トレーニング

室 
午前、午後又

は夜間 
400円 

プー

ル 
専

用

利

用 

1コース 
 

1時
間に

つき 
2,000

円 

1時
間に

つき 
4,000

円 
全面 1時

間に

つき 
16,00

0円 

1時
間に

つき 
32,00

0円 
共用利用 1回につき 

大人 500円 
小人 250円 

作業

小屋 
 1回につき 

800円 
ぼ

う

さ

い

の

丘

公

園 

セン

ター

施設 

講義室Ａ 1時間につき 
300 円 

講義室Ｂ 1時間につき 
300 円 

研修室 1時間につき 
300 円 

会議室 1時間につき 
200 円 

 

 会議室Ｂ 1時
間に

つき 
310
円 

1時
間に

つき 
620
円 

    共

用

利

用 

メインアリー

ナ 
午前、午後又

は夜間 
大人 210円 
小人 100円 

サブアリーナ 
 
多目的室 
ジョギングコ

ース 
トレーニング

室 
午前、午後又

は夜間 
310円 

プー

ル 
専用利用 1時

間に

つき 
10,29

0円 

1時
間に

つき 
20,58

0円 

共用利用 1回につき 
大人 410円 
小人 210円 

ぼ

う

さ

い

の

丘

公

園 

セン

ター

施設 

講義室Ａ 1時間につき 
300 円 

講義室Ｂ 1時間につき 
300 円 

研修室 1時間につき 
300 円 

会議室 1時間につき 
200 円 

 

備考1～8 略 備考1～8 略 
9 使用者又は利用者が、入場料その他これ

に類する料金(以下「入場料等」という。)
を徴収する場合の使用料又は利用料金の

額は、この表の規定にかかわらず、次に掲

げるとおりとする。 

9 使用者又は利用者が、入場料その他これ

に類する料金(以下「入場料等」という。)
を徴収する場合の使用料又は利用料金の

額は、この表の規定にかかわらず、次に掲

げるとおりとする。 
(1) テニスコート及び作業小屋 この表

に掲げる額の5倍の額 
(1) テニスコート この表に掲げる額の5

倍の額 
  (2) 略   (2) 略 
 10及び11 略 10及び11 略 
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厚木市立学校施設使用条例の一部改正（第２条関

係） 
厚木市立学校施設使用条例の一部改正（第２条関

係） 
別表(第4条関係) 別表(第4条関係) 
表 略 表 略 
備考1 略 備考1 略 

2 夜間照明施設を保有している屋外運動場

の当該夜間照明施設を使用する場合は、1
時間につき1,000円を加算する。この場合

において、使用時間に30分未満の時間があ

るときは500円とし、30分以上1時間未満の

時間があるときは1,000円とする。 

2 夜間照明施設を保有している屋外運動場

の当該夜間照明施設を使用する場合は、1
時間につき820円を加算する。この場合に

おいて、使用時間に30分未満の時間がある

ときは410円とし、30分以上1時間未満の時

間があるときは820円とする。 
3 冷暖房設備を設置している体育館の当該

冷暖房設備を使用する場合は、1時間につ

き1,000円を加算する。 

 

  
厚木市営体育施設条例の一部改正（第３条関係） 厚木市営体育施設条例の一部改正（第３条関係） 
別表(第4条、第9条、第14条関係) 別表(第4条、第9条、第14条関係) 
名称 区分 使用料又は利用

料金 
市内 市外 

厚木市

営玉川

野球場 

グラウンド 1時間に

つき 
1,800円 

1時間に

つき 
3,600円 

照

明

設

備 

3分の1点灯 1時間につき 
1,200円 

3分の2点灯 1時間につき 
2,400円 

全部点灯 1時間につき 
3,600円 

スコアボード 1回につき 
1,100円 

厚木市

営厚木

野球場 

 1時間に

つき 
700円 

1時間に

つき 
1,400円 

厚木市

営厚木

テニス

コート 

 1面1時
間につ

き 
300円 

1面1時
間につ

き 
600円 

厚木市

営東町

スポー

ツセン

ター 

専

用

利

用 

第

1
体

育

室 

2分の1面 1時間に

つき 
750円 

1時間に

つき 
1,500円 

全面 1時間に

つき 
1,500円 

 
 
 
 

1時間に

つき 
3,000円 

名称 区分 使用料又は利用

料金 
市内 市外 

厚木市

営玉川

野球場 

グラウンド 1時間に

つき 
1,540円 

1時間に

つき 
3,080円 

照

明

設

備 

3分の1点灯 1時間につき 
1,030円 

3分の2点灯 1時間につき 
2,060円 

全部点灯 1時間につき 
3,090円 

スコアボード 1回につき 
1,030円 

厚木市

営厚木

野球場 

 1時間に

つき 
510円 

1時間に

つき 
1,020円 

厚木市

営厚木

テニス

コート 

 1面1時
間につ

き 
210円 

1面1時
間につ

き 
420円 

厚木市

営東町

スポー

ツセン

ター 

専

用

利

用 

第

1
体

育

室 

2分の1面 1時間に

つき 
620円 

1時間に

つき 
1,240円 

全面 1時間に

つき 
1,230円 

 
 
 
 

1時間に

つき 
2,460円 
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照

明

設

備 

2
分

の

1
面 

2分の1点灯 1時間につき 
200円 

 
 

全部点灯 1時間につき 
400円 

全

面 
2分の1点灯 1時間につき 

400円 
     全部点灯 1時間につき 

800円 
電光得点表示設備 1式1回につき 

1,200円 
放送設備 1時間につき 

400円 
 

第2体育室 1時間に

つき 
500円 

1時間に

つき 
1,000円 

第1武道場 1時間に

つき 
600円 

1時間に

つき 
1,200円 

第2武道場 1時間に

つき 
700円 

1時間に

つき 
1,400円 

弓道場 1時間に

つき 
500円 

1時間に

つき 
1,000円 

略 略 略 
共

用

利

用 

第1体育室 午前、午後又は

夜間 
大人 300円 
小人 150円 

第2体育室 
第1武道場 
第2武道場 
弓道場 
トレーニング室 午前、午後又は

夜間 
400円 

厚木市

営及川

球技場 

2分の1面 1時間に

つき 
1,200円 

1時間に

つき 
2,400円 

全面 1時間に

つき 
2,400円 

1時間に

つき 
4,800円 

照

明

設

備 

2分の1面 2分の1点
灯 

1時間につき 
1,200円 

全部点灯 1時間につき 
2,400円 

全面 2分の1点
灯 
 

1時間につき 
2,400円 

照

明

設

備 

2
分

の

1
面 

2分の1点灯 1時間につき 
150円 

 
 

全部点灯 1時間につき 
310円 

全

面 
2分の1点灯 1時間につき 

310円 
     全部点灯 1時間につき 

620円 
電光得点表示設備 1式1回につき 

1,030円 
放送設備 1時間につき 

310円 
 

第2体育室 1時間に

つき 
410円 

1時間に

つき 
820円 

第1武道場 1時間に

つき 
510円 

1時間に

つき 
1,020円 

第2武道場 1時間に

つき 
620円 

1時間に

つき 
1,240円 

弓道場 1時間に

つき 
410円 

1時間に

つき 
820円 

略 略 略 
共

用

利

用 

第1体育室 午前、午後又は

夜間 
大人 210円 
小人 100円 

第2体育室 
第1武道場 
第2武道場 
弓道場 
トレーニング室 午前、午後又は

夜間 
310円 

厚木市

営及川

球技場 

2分の1面 1時間に

つき 
1,030円 

1時間に

つき 
2,060円 

全面 1時間に

つき 
2,060円 

1時間に

つき 
4,120円 

照

明

設

備 

2分の1面 2分の1点
灯 

1時間につき 
1,030円 

全部点灯 1時間につき 
2,060円 

全面 2分の1点
灯 
 

1時間につき 
2,060円 
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全部点灯 1時間につき 
4,800円 

厚木市

営猿ケ

島スポ

ーツセ

ンター 

専

用

利

用 

体

育

室 

2分の1面 1時間に

つき 
750円 

1時間に

つき 
1,500円 

   全面 1時間に

つき 
1,500円 

1時間に

つき 
3,000円 

多目的室 1時間に

つき 
400円 

1時間に

つき 
800円 

共

用

利

用 

体育室 午前、午後又は

夜間 
大人 300円 
小人 150円 

多目的室 

厚木市

営南毛

利スポ

ーツセ

ンター 

体

育

館 

専

用

利

用 

体

育

室 

2 分の 1 面 1時間に

つき 
750 円 

1時間に

つき 
1,500円 

全面 1時間に

つき 
1,500円 

1時間に

つき 
3,000円 

照

明

設

備 

2分の1面 1時間につき 
400円 

全面 1時間につき 
800円 

放送設備 1時間につき 
400円 

多目的室 1時間に

つき 
400円 

1時間に

つき 
800円 

共

用

利

用 

体育室 午前、午後又は

夜間 
大人 300円 
小人 150円 

多目的室 

テ

ニ

ス

コ

ー

ト 

 1面1時
間につ

き 
600円 

1面1時
間につ

き 
1,200円 

照明設備 1面1時間につき 
500円 

 

全部点灯 1時間につき 
4,110円 

厚木市

営猿ケ

島スポ

ーツセ

ンター 

専

用

利

用 

体

育

室 

2分の1面 1時間に

つき 
600円 

1時間に

つき 
1,200円 

   全面 1時間に

つき 
1,200円 

1時間に

つき 
2,400円 

多目的室 1時間に

つき 
300円 

1時間に

つき 
600円 

共

用

利

用 

体育室 午前、午後又は

夜間 
大人 210円 
小人 100円 

多目的室 

厚木市

営南毛

利スポ

ーツセ

ンター 

体

育

館 

専

用

利

用 

体

育

室 

2 分の 1 面 1時間に

つき 
600 円 

1時間に

つき 
1,200円 

全面 1時間に

つき 
1,200円 

1時間に

つき 
2,400円 

照

明

設

備 

2分の1面 1時間につき 
310円 

全面 1時間につき 
620円 

放送設備 1時間につき 
310円 

多目的室 1時間に

つき 
300円 

1時間に

つき 
600円 

共

用

利

用 

体育室 午前、午後又は

夜間 
大人 210円 
小人 100円 

多目的室 

テ

ニ

ス

コ

ー

ト 

 1面1時
間につ

き 
500円 

1面1時
間につ

き 
1,000円 

照明設備 1面1時間につき 
410円 

 

備考1～6 略 備考1～6 略 
  

 



議案第１０号については、 

非公開案件となります。 

 

 



議案第１１号 
 
 

第３次厚木市教育振興基本計画策定に係る諮問について 
 
 
 第３次厚木市教育振興基本計画の策定について、厚木市教育振興基本計画審議会に対し、

別紙のとおり諮問する。 
 
 
  令和７年２月１５日提出 
 
 

厚木市教育委員会 
教育長  佐 後 佳 親 

 
 
 
提案理由 
将来を見据えた本市の教育の方向性を定める必要性があることから、令和８年度を始期

とする第３次厚木市教育振興基本計画を策定するため、厚木市教育振興基本計画審議会に

諮問する。 



 

令和７年２月 日 

 

厚木市教育振興基本計画審議会会長 様 

 

 

厚木市教育委員会 

 

第３次厚木市教育振興基本計画の策定について（諮問） 

 

社会情勢や教育環境の急速な変化を踏まえ、将来を見据えた本市の教育の方向性を定める第

３次厚木市教育振興基本計画を策定するため、厚木市教育振興基本計画審議会規則第２条の規

定に基づき、貴審議会に意見を求めます。 

 

 

 

 

担当 教育部教育総務課教育企画係 

電話 (046)225－2663（直通） 



 参考資料 

厚木市教育振興基本計画審議会規則（抜粋） 
 
(所掌事務) 

第２条 審議会は、教育委員会の諮問に応じ、次に掲げる事項を審議する。 

 (1) 厚木市教育振興基本計画に関すること。 



報告事項１から４については、 

非公開案件となります。 

  


